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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の心血管系の情報を表示するためのシステムであって、前記システムが、少なくと
も１つのコンピュータシステムを含み、前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、
　前記患者の心臓の形状に関する患者別画像データを受信することと、
　前記患者別画像データに基づいて、前記患者の心臓の動脈の少なくとも一部分を通じた
血流のモデルを作成することと、
　前記モデルに基づいて、前記患者の心臓の前記動脈の一部分内の血流特性の少なくとも
１つの値を判定することと、
　前記血流特性の前記少なくとも１つの値及び前記動脈の前記一部分の少なくとも３つの
表現を含む電子ディスプレイを生成することと
　を実行するように構成され、
　前記表現のうちの少なくとも２つにおける前記血流特性の前記少なくとも１つの値のイ
ンジケータが、整列しており、
　前記少なくとも３つの表現のうちの第１の表現が、第１の軸及び第２の軸に重ねて描画
される線を含み、前記第１の軸の第１の端部が、前記動脈の前記一部分の近位端に対応し
、前記第１の軸の第２の端部が、前記動脈の前記一部分の遠位端に対応し、前記第２の軸
が、前記血流特性の値に対応し、
　前記少なくとも３つの表現のうちの第２の表現が、前記第１の軸に平行に配向された前
記動脈の前記一部分の解剖学的組織画像を含み、前記解剖学的組織画像の第１の端部が、
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前記動脈の前記一部分の近位端に対応し、かつ、前記第１の軸の前記第１の端部と整列し
ており、前記解剖学的組織画像の第２の端部が、前記動脈の前記一部分の遠位端に対応し
、かつ、前記第１の軸の前記第２の端部と整列しており、
　前記少なくとも３つの表現のうちの第３の表現が、前記第１の軸に平行に配向された前
記動脈の前記一部分のモデルと、前記動脈の前記一部分における対応する位置における前
記血流特性の前記少なくとも１つの値の前記モデル上のインジケータとを含み、前記モデ
ルの第１の端部が、前記動脈の前記一部分の近位端に対応し、かつ、前記第１の軸の前記
第１の端部及び前記解剖学的組織画像の前記第１の端部と整列しており、前記モデルの第
２の端部が、前記動脈の前記一部分の遠位端に対応し、かつ、前記第１の軸の前記第２の
端部及び前記解剖学的組織画像の前記第２の端部と整列している、システム。
【請求項２】
　患者の心血管系の情報を表示するためのコンピュータに実装される方法であって、前記
方法が、
　前記患者の心臓の形状に関する患者別画像データを受信することと、
　前記患者別画像データに基づいて、前記患者の心臓の動脈の少なくとも一部分を通じた
血流のモデルを作成することと、
　前記モデルに基づいて、前記患者の心臓の前記動脈の一部分内の血流特性の少なくとも
１つの値を判定することと、
　前記血流特性の前記少なくとも１つの値及び前記動脈の前記一部分の少なくとも３つの
表現を含む電子ディスプレイを生成することと
　を含み、
　前記表現のうちの少なくとも２つにおける前記血流特性の前記少なくとも１つの値のイ
ンジケータが、整列しており、
　前記少なくとも３つの表現のうちの第１の表現が、第１の軸及び第２の軸に重ねて描画
される線を含み、前記第１の軸の第１の端部が、前記動脈の前記一部分の近位端に対応し
、前記第１の軸の第２の端部が、前記動脈の前記一部分の遠位端に対応し、前記第２の軸
が、前記血流特性の値に対応し、
　前記少なくとも３つの表現のうちの第２の表現が、前記第１の軸に平行に配向された前
記動脈の前記一部分の解剖学的組織画像を含み、前記解剖学的組織画像の第１の端部が、
前記動脈の前記一部分の近位端に対応し、かつ、前記第１の軸の前記第１の端部と整列し
ており、前記解剖学的組織画像の第２の端部が、前記動脈の前記一部分の遠位端に対応し
、かつ、前記第１の軸の前記第２の端部と整列しており、
　前記少なくとも３つの表現のうちの第３の表現が、前記第１の軸に平行に配向された前
記動脈の前記一部分のモデルと、前記動脈の前記一部分における対応する位置における前
記血流特性の前記少なくとも１つの値の前記モデル上のインジケータとを含み、前記モデ
ルの第１の端部が、前記動脈の前記一部分の近位端に対応し、かつ、前記第１の軸の前記
第１の端部及び前記解剖学的組織画像の前記第１の端部と整列しており、前記モデルの第
２の端部が、前記動脈の前記一部分の遠位端に対応し、かつ、前記第１の軸の前記第２の
端部及び前記解剖学的組織画像の前記第２の端部と整列している、方法。
【請求項３】
　プロセッサによる実行時に前記プロセッサに患者の心血管系の情報を表示するための方
法を実行させる命令を格納する非一時的コンピュータ可読媒体であって、
　前記方法が、
　前記患者の心臓の形状に関する患者別画像データを受信することと、
　前記患者別画像データに基づいて、前記患者の心臓の動脈の少なくとも一部分を通じた
血流のモデルを作成することと、
　前記モデルに基づいて、前記患者の心臓の前記動脈の一部分内の血流特性の少なくとも
１つの値を判定することと、
　前記血流特性の前記少なくとも１つの値及び前記動脈の前記一部分の少なくとも３つの
表現を含む電子ディスプレイを生成することと
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　を含み、
　前記表現のうちの少なくとも２つにおける前記血流特性の前記少なくとも１つの値のイ
ンジケータが、整列しており、
　前記少なくとも３つの表現のうちの第１の表現が、第１の軸及び第２の軸に重ねて描画
される線を含み、前記第１の軸の第１の端部が、前記動脈の前記一部分の近位端に対応し
、前記第１の軸の第２の端部が、前記動脈の前記一部分の遠位端に対応し、前記第２の軸
が、前記血流特性の値に対応し、
　前記少なくとも３つの表現のうちの第２の表現が、前記第１の軸に平行に配向された前
記動脈の前記一部分の解剖学的組織画像を含み、前記解剖学的組織画像の第１の端部が、
前記動脈の前記一部分の近位端に対応し、かつ、前記第１の軸の前記第１の端部と整列し
ており、前記解剖学的組織画像の第２の端部が、前記動脈の前記一部分の遠位端に対応し
、かつ、前記第１の軸の前記第２の端部と整列しており、
　前記少なくとも３つの表現のうちの第３の表現が、前記第１の軸に平行に配向された前
記動脈の前記一部分のモデルと、前記動脈の前記一部分における対応する位置における前
記血流特性の前記少なくとも１つの値の前記モデル上のインジケータとを含み、前記モデ
ルの第１の端部が、前記動脈の前記一部分の近位端に対応し、かつ、前記第１の軸の前記
第１の端部及び前記解剖学的組織画像の前記第１の端部と整列しており、前記モデルの第
２の端部が、前記動脈の前記一部分の遠位端に対応し、かつ、前記第１の軸の前記第２の
端部及び前記解剖学的組織画像の前記第２の端部と整列している、非一時的コンピュータ
可読媒体。
【請求項４】
　前記線に沿った位置における前記線の色が、前記動脈の対応する位置における前記血流
特性の値に対応する、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記線に沿った位置における前記線の幅が、前記動脈の対応する位置における内腔径に
対応する、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記コンピュータシステムが、前記血流特性の前記少なくとも１つの値を含む前記電子
ディスプレイ上にマーカを表示するようにさらに構成され、前記マーカが、前記第１の表
現上の点と、前記第２の表現上の対応する点とを視覚的に示す、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項７】
　前記血流特性の前記少なくとも１つの値が所定の閾値を満たすことが検知される際に前
記マーカが前記電子ディスプレイ上に表示される、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記動脈の前記一部分の前記モデルが、前記動脈の前記一部分の三次元表現を含む、請
求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第２の軸が、複数の血流特性にさらに対応する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１の表現が、前記動脈の前記一部分に沿った１つまたは複数の動脈交差部の１つ
または複数の位置に対応する前記第１の軸に沿った１つまたは複数のマーカをさらに含む
、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記動脈の前記一部分の前記モデルが、前記動脈の前記一部分の三次元表現を含み、か
つ、前記血流のモデルの少なくとも一部分に対応し、前記第１の表現、前記第２の表現、
及び前記第３の表現が、前記動脈の前記一部分の前記近位及び遠位端に対応する前記第１
の軸を共有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記第１の軸が、前記動脈の前記一部分の大動脈口からの位置の距離に対応する、請求
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項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記線に沿った位置における前記線の色が、前記動脈の対応する位置における前記血流
特性の値に対応する、請求項２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記線に沿った位置における前記線の幅が、前記動脈の対応する位置における内腔径に
対応する、請求項２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記血流特性の前記少なくとも１つの値を含む前記電子ディスプレイ上にマーカを表示
することをさらに含み、前記マーカが、前記第１の表現上の点と、前記第２の表現上の対
応する点とを視覚的に示す、請求項２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記血流特性の前記少なくとも１つの値が所定の閾値を満たすことが検知される際に前
記マーカが前記電子ディスプレイ上に表示される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記動脈の前記一部分の前記モデルが、前記動脈の前記一部分の三次元表現を含む、請
求項２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２の軸が、複数の血流特性にさらに対応する、請求項２に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の表現が、前記動脈の前記一部分に沿った１つまたは複数の動脈交差部の１つ
または複数の位置に対応する前記第１の軸に沿った１つまたは複数のマーカをさらに含む
、請求項２に記載の方法。
【請求項２０】
　前記動脈の前記一部分の前記モデルが、前記動脈の前記一部分の三次元表現を含み、か
つ、前記血流のモデルの少なくとも一部分に対応し、前記第１の表現、前記第２の表現、
及び前記第３の表現が、前記動脈の前記一部分の前記近位及び遠位端に対応する前記第１
の軸を共有する、請求項２に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、その全体が参考として本明細書に組み込まれる、２０１４年５月３０日付で
出願された米国仮出願第６２／００５，２７２号、及び２０１４年９月９日付で出願され
た米国非仮出願第１４／４８０，８７０号による優先権の利益を主張する。
【０００２】
　実施形態は、患者別血流特性の報告のための方法及びシステムを含む。
【背景技術】
【０００３】
　冠状動脈疾患は心臓に血液を供給する血管において、狭窄（血管の異常な狭小化）など
の冠状動脈病変を生成する場合がある。その結果、心臓への血流が制限される可能性があ
る。冠状動脈疾患に罹患した患者は、運動中に慢性安定狭心症と称される、または安静時
に不安定狭心症と称される胸痛を感じることがある。疾患のより重い症状により、心筋梗
塞または心臓発作に至る場合もある。
【０００４】
　冠状動脈病変に関連する、たとえば、大きさ、形状、位置、機能的有意性（たとえば、
病変が血流に影響を与えるか否か）、などのより正確なデータを提供する必要性が存在す
る。胸痛に苦しみ、かつ／または冠状動脈疾患の症状を呈する患者は、冠状動脈病変に関
連するいくつかの間接証拠を提供し得る１つまたは複数の検査を受けることがある。たと
えば非侵襲的検査は、心電図、血液検査からのバイオマーカー評価、トレッドミル試験、
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心エコー検査、単一光子放射断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、及びポジトロン断層法（ＰＥＴ）
を含んでもよい。しかしこれらの非侵襲的検査は通常、冠状動脈病変の直接評価を提供せ
ず、血流量を評価しない。非侵襲的検査は、（たとえば、心電図検査（ＥＣＧ）を利用し
て）心臓の電気的活動の、（たとえば、ストレス心エコー検査を利用して）心筋の運動の
、（たとえば、ＰＥＴまたはＳＰＥＣＴを利用して）心筋の灌流の、または（たとえば、
バイオマーカーを利用して）代謝変動の変化を観察することにより、冠状動脈病変の間接
証拠を提供し得る。
【０００５】
　たとえば解剖学的データは、冠状動脈コンピュータ断層撮影血管造影（ＣＣＴＡ）を利
用して非侵襲的に取得され得る。ＣＣＴＡは、胸痛を感じる患者の撮像のために利用され
てもよく、また、造影剤の静脈内注入後に心臓及び冠状動脈を撮像するためのコンピュー
タ断層撮影（ＣＴ）技術を利用するものである。しかしＣＣＴＡはまた、たとえば病変が
血流に影響を与えるか否かなどの冠状動脈病変の機能的有意性に関する直接情報を提供す
ることができない。さらにＣＣＴＡは純粋に診断検査であるため、たとえば運動などの他
の生理的状態において、冠血流、圧力、または心筋灌流の変化を予測するために利用する
ことができず、また、インターベンションの結果を予測するために利用することができな
い。
【０００６】
　したがって患者はまた、冠状動脈病変を可視化するための、診断的心臓カテーテル検査
などの侵襲的な検査を必要とする場合がある。診断的心臓カテーテル検査は、動脈の大き
さ及び形状の画像の医師への提供により冠状動脈病変に関する解剖学的データを収集する
従来の冠状動脈撮影法（ＣＣＡ）の実行を含んでもよい。しかしＣＣＡは、冠状動脈病変
の機能的有意性の評価のためのデータを提供しない。たとえば医師は、病変が機能的に有
意であるか否かを判断しないままでは冠状動脈病変が有害であるか否かの診断を下すこと
ができない場合がある。したがってＣＣＡは、「発見した狭窄に対する反射」（“ｏｃｕ
ｌｏｓｔｅｎｏｔｉｃ　ｒｅｆｌｅｘ”）と称される、病変が機能的に有意であるか否か
に関わらずＣＣＡで発見されたすべての病変にステントを挿入するという一部のインター
ベンション心臓専門医の行為の原因となっている。その結果、ＣＣＡが患者に対する不要
な手術につながることで、患者にさらなるリスクを課して患者にとって不必要な医療費が
発生することになる場合がある。
【０００７】
　診断的心臓カテーテル検査の際に、観察された病変の冠血流予備量比（ＦＦＲ）の測定
によって、冠状動脈病変の機能的有意性が侵襲的に評価され得る。ＦＦＲは、たとえばア
デノシンの静脈内投与によって誘発される冠血流増加条件下での病変上流の平均血圧、た
とえば大動脈圧で除算した病変下流の平均血圧比として定義される。患者にプレッシャー
ワイヤを挿入することによって血圧が測定され得る。したがって、判定されたＦＦＲに基
づく病変の治療の決定が初期費用後に下されてもよく、診断的心臓カテーテル検査のリス
クがすでに生じている。
【０００８】
　したがって、冠動脈の解剖学的組織、心筋灌流、及び冠状動脈血流を非侵襲的に評価す
る方法の必要性が存在する。このような方法及びシステムは、冠状動脈疾患が疑われる患
者を診断し、治療を計画する心臓専門医に利益をもたらしうる。さらに、たとえば運動下
などの直接測定することができない条件下で冠状動脈血流及び心筋灌流を予測し、冠状動
脈血流及び心筋灌流に対する薬物治療、インターベンション治療、及び外科治療の結果を
予測する方法の必要性が存在する。さらに、患者別血流特性に関連する報告を生成し表示
する必要性が存在する。
【０００９】
　前述の一般的な説明及び以下の詳細な説明は例示的及び説明的なものにすぎず、本開示
を制限するものではない。
【発明の概要】
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　ある実施形態によると、システムは患者の心血管系の情報を表示する。システムには、
患者の心臓の形状に関する患者別データを受信し、患者別データに基づいて患者の心臓の
少なくとも一部を表すモデルを作成するよう構成される少なくとも１つのコンピュータシ
ステムが含まれ得る。コンピュータシステムはモデルに基づき、患者の心臓内の血流特性
の少なくとも１つの値を判定し得る。コンピュータシステムはまた、モデルの少なくとも
一部に対応する少なくとも１つの動脈の表現を含む報告を表示し、少なくとも１つの動脈
の対応する部分に関する血流特性の値の１つまたは複数のインジケータを表示し得る。
【００１１】
　別の実施形態によると、方法は患者の心血管系の情報を表示する。方法は、患者の心臓
の形状に関する患者別データの受信、及び患者別データに基づく患者の心臓の少なくとも
一部を表すモデルの作成を含んでもよい。方法はまた、モデルに基づく患者の心臓内の血
流特性の少なくとも１つの値の判定を含んでもよい。方法はさらに、モデルの少なくとも
一部に対応する少なくとも１つの動脈の表現を含む報告の表示、及び少なくとも１つの動
脈の対応する部分に関する血流特性の値の１つまたは複数のインジケータの表示を含んで
もよい。
【００１２】
　別の実施形態によると非一時的コンピュータ可読媒体は、プロセッサによる実行時にプ
ロセッサに患者の心血管系の情報の表示方法を実行させる命令を格納し得る。方法は、患
者の心臓の形状に関する患者別データの受信、及び患者別データに基づく患者の心臓の少
なくとも一部を表すモデルの作成を含んでもよい。方法はまた、モデルに基づく患者の心
臓内の血流特性の少なくとも１つの値の判定を含んでもよい。方法はさらに、モデルの少
なくとも一部に対応する少なくとも１つの動脈の表現を含む報告の表示、及び少なくとも
１つの動脈の対応する部分に関する血流特性の値の１つまたは複数のインジケータの表示
を含んでもよい。
【００１３】
　追加的な実施形態及び利点が、添付の付属書類を含む以下の説明に一部は記載され、説
明から明らかになり、あるいは本開示の実施により学び得る。実施形態及び利点は、特に
以下に記載する要素及び組み合わせによって実現、達成されることとなる。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　患者の心血管系の情報の表示のためのシステムであって、
　前記患者の心臓の形状に関する患者別画像データを受信し、
　前記患者別画像データに基づいて、前記患者の心臓の動脈の少なくとも一部分を通じた
血流のモデルを作成し、
　前記モデルに基づいて、前記患者の心臓の前記動脈の前記部分内の血流特性の少なくと
も１つの値を判定し、
　前記動脈の少なくとも一部を通じた前記判定された血流特性の表現を含む報告を、前記
表現が第１の軸及び第２の軸に重ねて描画される線を含み、前記第１の軸の第１の端部が
前記動脈の前記部分の近位端に対応し、前記第１の軸の第２の端部が前記動脈の前記部分
の遠位端に対応し、前記第２の軸が前記血流値に対応するように生成する、
　ように構成される少なくとも１つのコンピュータシステム、
　を含む前記システム。
（項目２）
　患者の心血管系の情報の表示のためにコンピュータに実装される方法であって、
　前記患者の心臓の形状に関する患者別画像データの受信と、
　前記患者別画像データに基づく、前記患者の心臓の動脈の少なくとも一部分を通じた血
流のモデルの作成と、
　前記モデルに基づく、前記患者の心臓の前記動脈の前記部分内の前記血流特性の少なく



(7) JP 6538722 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

とも１つの値の判定と、
　前記動脈の少なくとも一部と通じた前記判定された血流特性の表現を含む報告の、前記
表現が第１の軸及び第２の軸に重ねて描画される線を含み、前記第１の軸の第１の端部が
前記動脈の前記部分の近位端に対応し、前記第１の軸の第２の端部が前記動脈の前記部分
の遠位端に対応し、前記第２の軸が前記血流特性値に対応するような生成と、
　を含む前記方法。
（項目３）
　プロセッサによる実行時に前記プロセッサに患者の心血管系の情報を表示する方法を実
行させる命令を格納する、非一時的コンピュータ可読媒体であって、
　前記方法は、
　前記患者の心臓の形状に関する患者別画像データの受信と、
　前記患者別画像データに基づく、前記患者の心臓の動脈の少なくとも一部分を通じた血
流のモデルの作成と、
　前記モデルに基づく、患者の心臓の動脈の前記部分内の前記血流特性の少なくとも１つ
の値の判定と、
　前記動脈の少なくとも一部と通じた前記判定された血流特性の表現を含む報告の、前記
表現が第１の軸及び第２の軸に重ねて描画される線を含み、前記第１の軸の第１の端部が
前記動脈の前記部分の近位端に対応し、前記第１の軸の第２の端部が前記動脈の前記部分
の遠位端に対応し、前記第２の軸が前記血流特性値に対応するような表示と、を含む、
前記非一時的コンピュータ可読媒体。
（項目４）
　前記線に沿った位置における前記線の色が前記動脈の対応する位置における前記血流特
性値に対応する、項目１に記載のシステム。
（項目５）
　前記線に沿った位置における前記線の幅が前記動脈の対応する位置における内腔径に対
応する、項目１に記載のシステム。
（項目６）
　前記報告が前記動脈の前記部分の第２の表現をさらに含むシステムであって、
　前記少なくとも１つの前記血流特性値を含む前記報告上にインジケータを、前記インジ
ケータが前記第１の表現上に点を、前記第２の表現上に対応する点を視覚的に示すように
表示する、
　ように前記コンピュータシステムがさらに構成される、項目１に記載のシステム。
（項目７）
　前記少なくとも１つの前記血流特性値が所定の閾値を満たすことが検知される際に前記
インジケータが前記報告上に表示される、項目２３に記載のシステム。
（項目８）
　前記動脈の前記部分の解剖学的組織画像を含む、前記報告のための前記動脈の前記部分
の第２の表現を生成し、
　前記表現及び前記第２の表現に基づいて前記動脈の前記部分の第３の表現を、前記第３
の表現が前記第１の軸に沿って配向する前記動脈の前記部分の三次元表現を含み、前記動
脈の前記部分の前記第３の表現が１つまたは複数の関連する前記血流特性値にしたがって
示されるように生成する、
　ように前記コンピュータシステムがさらに構成される、項目１に記載のシステム。
（項目９）
　前記第２の軸が複数の血流特性にさらに対応する、項目１に記載のシステム。
（項目１０）
　前記表現が、前記動脈の前記部分に沿った１つまたは複数の動脈交差部の１つまたは複
数の位置に対応する前記第１の軸に沿った１つまたは複数のインジケータをさらに含む、
項目１に記載のシステム。
（項目１１）
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　前記動脈の前記部分の解剖学的組織画像を含む、前記報告のための前記動脈の前記部分
の第２の表現を生成し、
　前記表現及び前記第２の表現に基づいて、前記動脈の前記部分の第３の表現を、前記第
３の表現が前記動脈の前記部分の三次元表現を含み前記モデルの少なくとも一部に対応し
、前記表現、前記第２の表現、及び前記第３の表現が、前記動脈の前記部分の前記近位及
び遠位端に対応する前記第１の軸を共有するように生成する、
　ように前記コンピュータシステムがさらに構成される、項目１に記載のシステム。
（項目１２）
　前記第１の軸が前記動脈の前記部分の前記大動脈口からの位置の距離に対応する、項目
１に記載のシステム。
（項目１３）
　前記線に沿った位置における前記線の色が前記動脈の対応する位置における前記血流特
性値に対応する、項目９に記載の方法。
（項目１４）
　前記線に沿った位置における前記線の幅が前記動脈の対応する位置における内腔径に対
応する、項目９に記載の方法。
（項目１５）
　前記報告が前記動脈の前記部分の第２の表現をさらに含む方法であって、
　前記少なくとも１つの前記血流特性値を含む前記報告上のインジケータの、前記インジ
ケータが前記第１の表現上に点を、前記第２の表現上に対応する点を視覚的に示すような
表示、
　をさらに含む、項目９に記載の方法。
（項目１６）
　前記少なくとも１つの前記血流特性値が所定の閾値を満たすことが検知される際に前記
インジケータが前記報告上に表示される、項目３２に記載の方法。
（項目１７）
　前記動脈の前記部分の解剖学的組織画像を含む、前記報告のための前記動脈の前記部分
の第２の表現の生成と、
　前記表現及び前記第２の表現に基づく、前記動脈の前記部分の第３の表現の、前記第３
の表現が前記第１の軸に沿って配向する前記動脈の前記部分の三次元表現を含み、前記動
脈の前記部分の前記第３の表現が１つまたは複数の関連する前記血流特性値にしたがって
示されるような生成と、
　をさらに含む、項目９に記載の方法。
（項目１８）
　前記第２の軸が複数の血流特性にさらに対応する、項目９に記載の方法。
（項目１９）
前記表現が、前記動脈の前記部分に沿った１つまたは複数の動脈交差部の１つまたは複数
の位置に対応する前記第１の軸に沿った１つまたは複数のインジケータをさらに含む、項
目９に記載の方法。
（項目２０）
　前記動脈の前記部分の解剖学的組織画像を含む、前記報告のための前記動脈の前記部分
の第２の表現の生成と、
　前記表現及び前記第２の表現に基づく前記動脈の前記部分の第３の表現の、前記第３の
表現が前記動脈の前記部分の三次元表現を含み、前記モデルの少なくとも一部に対応し、
前記表現、前記第２の表現、及び前記第３の表現が前記動脈の前記部分の前記近位及び遠
位端に対応する前記第１の軸を共有するような生成と、
　をさらに含む、項目９に記載の方法。
【００１４】
　本明細書に組み込まれ、その一部を構成する添付図面は、いくつかの実施形態を示して
おり、説明とともに、本開示の原理の説明に役立つ。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】例示的な実施形態による、特定の患者の冠血流に関連する様々な情報の提供のた
めのシステムの概略図である。
【図２】例示的な実施形態による、特定の患者の血流に関連する様々な情報の提供方法の
フロー図である。
【図３】ソフトウェアツールによって生成され得る、医用画像報告の例示的な報告概要を
示す。
【図４】医用画像報告に含まれ得る、例示的な動脈の詳細を示す。
【図５】医用画像報告に含まれ得る、動脈の詳細の追加的な例を示す。
【図６】医用画像報告の例示的な報告結果を示す。
【図７】１つまたは複数の動脈閉塞のインジケータを表示し得る、医用画像報告の例示的
な部分を示す。
【図８】医用画像報告の例示的な動脈の詳細を示す。
【図９－１】図９Ａ～９Ｎは、１つまたは複数の動脈が閉塞している際に利用され得る、
概要ビュー及び概要ボックスを示す。
【図９－２】図９Ａ～９Ｎは、１つまたは複数の動脈が閉塞している際に利用され得る、
概要ビュー及び概要ボックスを示す。
【図９－３】図９Ａ～９Ｎは、１つまたは複数の動脈が閉塞している際に利用され得る、
概要ビュー及び概要ボックスを示す。
【図９－４】図９Ａ～９Ｎは、１つまたは複数の動脈が閉塞している際に利用され得る、
概要ビュー及び概要ボックスを示す。
【図９－５】図９Ａ～９Ｎは、１つまたは複数の動脈が閉塞している際に利用され得る、
概要ビュー及び概要ボックスを示す。
【図９－６】図９Ａ～９Ｎは、１つまたは複数の動脈が閉塞している際に利用され得る、
概要ビュー及び概要ボックスを示す。
【図９－７】図９Ａ～９Ｎは、１つまたは複数の動脈が閉塞している際に利用され得る、
概要ビュー及び概要ボックスを示す。
【図１０】医用画像報告の例示的な報告概要を示す。
【図１１Ａ】図１１Ａ～１１Ｂは、ステントを表示する医用画像報告の例示的な報告概要
を示す。
【図１１Ｂ】図１１Ａ～１１Ｂは、ステントを表示する医用画像報告の例示的な報告概要
を示す。
【図１２－１】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分にお
いて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－２】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分にお
いて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－３】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分にお
いて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－４】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分にお
いて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－５】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分にお
いて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－６】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分にお
いて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－７】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分にお
いて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－８】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分にお
いて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－９】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分にお
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いて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－１０】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分に
おいて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－１１】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分に
おいて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－１２】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分に
おいて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１２－１３】図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックスまたは医用画像報告の他の部分に
おいて表示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【図１３－１】図１３Ａ～１３Ｋは、患者別血流特性に関連する動脈及び／またはグラフ
の例示的な表現を示す。
【図１３－２】図１３Ａ～１３Ｋは、患者別血流特性に関連する動脈及び／またはグラフ
の例示的な表現を示す。
【図１３－３】図１３Ａ～１３Ｋは、患者別血流特性に関連する動脈及び／またはグラフ
の例示的な表現を示す。
【図１３－４】図１３Ａ～１３Ｋは、患者別血流特性に関連する動脈及び／またはグラフ
の例示的な表現を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　ここで、例示的な実施形態が詳細に参照され、その実施例は添付図面に示されている。
同一または類似の部分を指すために可能な限り同一の参照番号が図面を通して利用される
。
【００１７】
　ある例示的な実施形態において方法及びシステムは、患者から非侵襲的に取得された情
報を利用して特定の患者の血流に関連する様々な情報を判定する。このような方法及びシ
ステムの様々な実施形態は、本出願の譲受人に譲受されかつ本明細書にその全体が参照の
ために組み込まれた、２０１１年１月２５日出願の、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｆｏｒ　Ｐａｔｉｅｎｔ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｏｆ　Ｂｌｏｏ
ｄ　Ｆｌｏｗ」と題されたＣｈａｒｌｅｓ　Ａ．　Ｔａｙｌｏｒの米国特許第８，３１５
，８１２号においてより詳細に記されている。
【００１８】
　いくつかの実施形態において方法及びシステムによって判定された情報は、患者の冠血
管系の血流に関する可能性がある。判断された情報は代替的に、頸動脈、末梢、腹部、腎
、及び／または脳血管系などの、患者の血管系における他の領域の血流に関する可能性が
ある。冠血管系は、大動脈から細動脈、毛細血管、小静脈、静脈などに至る範囲の複雑な
血管網を含む。冠血管系は、血液を心臓まで、またその内部で循環させる。冠血管系はま
た、大動脈を含む。大動脈は、複数の主冠動脈（たとえば、左前下行枝（ＬＡＤ）動脈、
左回旋枝（ＬＣＸ）動脈、右冠（ＲＣＡ）動脈、など）に血液を供給する。これは、動脈
の支流、または大動脈と主冠動脈の下流の他のタイプの血管へさらに分岐し得る。したが
って例示的な方法及びシステムは、大動脈、主冠動脈、及び／もしくは他の冠状動脈また
は主冠動脈の下流の血管の血流に関連する様々な情報を判定し得る。大動脈及び冠状動脈
（ならびにそこから延在する支流）について以下に記すが、開示される方法及びシステム
はまた、他のタイプの血管に応用され得る。
【００１９】
　ある例示的な実施形態において、開示される方法及びシステムによって判定される情報
は、大動脈、、主冠動脈、及び／もしくは他の冠状動脈または主冠動脈の下流の血管内の
様々な位置における血流速度、圧力（またはその割合）、流量（またはその割合）、及び
ＦＦＲなどの様々な血流特性またはパラメータを含んでもよいが、それに限定されない。
この情報は、病変が機能的に有意であるか否か、かつ／または病変を治療するか否かを判
断するために利用され得る。この情報は、患者から非侵襲的に取得された情報を利用して
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判定され得る。その結果、侵襲的手技に関連する費用及びリスクなしに病変を治療するか
否かの判断を下し得る。
【００２０】
　図１は例示的な実施形態による、特定の患者の冠血流に関連する様々な情報の提供のた
めのシステムの態様を示す。患者の解剖学的組織の三次元モデル１０は、以下により詳細
に記すように、患者から非侵襲的に取得されたデータを利用して作成され得る。他の患者
別情報はまた、非侵襲的に取得され得る。ある例示的な実施形態において、三次元モデル
１０によって表される患者の解剖学的組織の一部は、大動脈の少なくとも一部ならびに、
大動脈に接続される主冠動脈（及びそこから延在するかまたは広がる支流）の近位部を含
んでもよい。
【００２１】
　以下により詳細に記すように、冠血流に関連する様々な生理学法則または関係２０が、
たとえば実験データから推定され得る。以下により詳細に記すように、三次元解剖モデル
１０及び推定される生理学法則２０を利用して、冠血流に関連する複数の方程式３０が求
められ得る。たとえば方程式３０は、たとえば、有限差分、有限体積、スペクトル、格子
ボルツマン法、粒子ベース、等位集合、有限要素法などの任意の数値法を利用して求めら
れ、解かれ得る。方程式３０は、モデル１０によって表される解剖学的組織の様々な点に
おける患者の解剖学的組織の冠血流に関する（たとえば、圧力、速度、ＦＦＲ、などの）
情報を判定するために解かれ得る。
【００２２】
　方程式３０は、コンピュータ４０を利用して解かれ得る。コンピュータ４０は解かれた
方程式に基づいて、モデル１０によって表される患者の解剖学的組織の血流に関連する情
報を示す、１つまたは複数の画像あるいはシミュレーションを出力し得る。たとえば（１
つまたは複数の）画像は以下にさらに詳細に記されるように、擬似血圧モデル５０、擬似
血流またが速度モデル５２、計算されたＦＦＲ（ｃＦＦＲ）モデル５４などを含んでもよ
い。擬似血圧モデル５０、擬似血流モデル５２、及びｃＦＦＲモデル５４は、モデル１０
によって表される患者の解剖学的組織の三次元の様々な位置におけるそれぞれの圧力、速
度、及びｃＦＦＲに関する情報を提供する。ｃＦＦＲは、たとえば従来はアデノシンの静
脈内投与によって誘発される冠血流増加条件下での、たとえばモデル１０の流入境界にお
ける大動脈の血圧で除算した、モデル１０の特定の位置における血圧比として計算され得
る。
【００２３】
　ある例示的な実施形態においてコンピュータ４０は、プロセッサによる実行時にコンピ
ュータシステムなどが患者の血流に関連する様々な情報を提供するための本明細書に記載
の任意の動作を実行することができる命令を格納する１つまたは複数の非一時的コンピュ
ータ可読記憶装置を含んでもよい。コンピュータ４０は、デスクトップまたはポータブル
コンピュータ、ワークステーション、サーバ、携帯情報端末、または他の任意のコンピュ
ータシステムを含んでもよい。コンピュータ４０は、プロセッサ、読み出し専用メモリ（
ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、周辺装置（たとえば、入力装置、出力装
置、記憶装置など）の接続のための入力／出力（Ｉ／Ｏ）アダプタ、キーボード、マウス
、タッチスクリーン、音声入力、及び／または他の装置などの入力装置の接続のためのユ
ーザインターフェイスアダプタ、コンピュータ４０のネットワークへの接続のための通信
アダプタ、コンピュータ４０のディスプレイへの接続のためのディスプレイアダプタなど
を含んでもよい。たとえばディスプレイは、三次元モデル１０ならびに／または、擬似血
圧モデル５０、擬似血流モデル５２、及び／もしくはｃＦＦＲモデル５４などの方程式３
０を解くことで生成される任意の画像を表示するために利用され得る。別の例示的な実施
形態においてコンピュータ４０は、ｃＦＦＲ及び／または他の血流特性の生成時に実行さ
れる機能を共有する複数のコンピュータであり得る。たとえば血流特性及び、治療の選択
肢のモデル化のための低減次数モデルを示す情報は、さらなる処理のためにタブレットコ
ンピュータに提供され得る。



(12) JP 6538722 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

【００２４】
　図２は別の例示的な実施形態による、特定の患者の血流に関連する様々な情報の提供方
法の態様を示す。方法は、患者の解剖学的組織（たとえば、大動脈の少なくとも一部なら
びに大動脈に接続される主冠動脈（及びそこから延在する支流）の近位部）に関する情報
などの患者別の解剖学的データの取得、ならびにデータの前処理を含んでもよい（ステッ
プ２０５）。患者別の解剖学的データは、たとえばＣＣＴＡによって非侵襲的に取得され
得る。
【００２５】
　患者の解剖学的組織の三次元モデルは、取得された解剖学的データに基づいて作成され
得る、（ステップ２１０）。たとえば三次元モデルは、図１に関連して上述された患者の
解剖学的組織の三次元モデル１０であり得る。
【００２６】
　三次元モデルは分析用に準備されてもよく、境界条件は決定され得る（ステップ２１５
）。たとえば図１に関連して上述された患者の解剖学的組織の三次元モデル１０は、たと
えば有限要素または有限体積メッシュなどの体積メッシュへと調整され、離散化され得る
。体積メッシュは、図１に関連して上述された方程式３０の生成のために利用され得る。
【００２７】
　境界条件はまた、図１に関連して上述された方程式３０に割り当てられ、組み込まれ得
る。境界条件は、たとえば、流入境界、流出境界、血管壁境界などの境界における三次元
モデル１０に関する情報を提供する。流入境界は、大動脈起始部付近の大動脈の端などの
、流れが三次元モデルの解剖学的組織に向かう境界を含んでもよい。各流入境界は、たと
えば心臓モデル及び／または集中定数モデルの境界への結合などにより、速度に関する所
定の値もしくはフィールド、流量、圧力、または他の特性を用いて割り当てられ得る。流
出境界は、大動脈弓付近の大動脈の端、主冠動脈及びそこから延在する支流の下流端など
の、流れが三次元モデルの解剖学的組織から外に向かう境界を含んでもよい。各流出境界
については、たとえば集中定数または分散（たとえば一次元波動伝播）モデルの結合によ
って割り当てることができる。流入及び／または流出境界条件のための所定値は、心拍出
量（心臓からの血流量）、血圧、心筋重量などの、しかしそれに限定されない、患者の生
理的特性の非侵襲的な測定により判定され得る。血管壁境界は、三次元モデル１０の大動
脈、主冠動脈、及び／または他の冠状動脈もしくは血管の物理的境界を含んでもよい。
【００２８】
　コンピュータ分析は患者の血流情報を判定するために、準備された三次元モデル及び決
定された境界条件利用して実行し得る（ステップ２２０）。たとえばコンピュータ分析は
方程式３０を用いて、また図１に関連して上述されたコンピュータ４０を利用して実行さ
れ、図１に関連して上述された、擬似血圧モデル５０、擬似血流モデル５２、及び／また
はｃＦＦＲモデル５４などの画像を生成し得る。
【００２９】
　方法はまた、結果を利用した患者別の治療の選択肢の提供を含んでもよい（ステップ２
２５）。たとえばステップ２１０において作成された三次元モデル１０及び／またはステ
ップ２１５において割り当てられた境界条件が、たとえば冠動脈ステントの三次元モデル
１０において表される冠状動脈の１つへの配置または他の治療の選択肢などの、１つまた
は複数の治療のモデル化のために調整され得る。その後ステップ２２０に記されたように
、血圧モデル５０、血流モデル５２、及び／またはｃＦＦＲモデル５４の更新版などの新
規画像を生成するためにコンピュータ分析が実行され得る。これらの新規画像は、（１つ
または複数の）治療の選択肢が採用される場合に血流速度及び圧力の変化を判定するため
に利用され得る。
【００３０】
　本明細書にて開示されるシステム及び方法は、冠状動脈の血流量を測り、冠状動脈疾患
の機能的有意性を評価する非侵襲的手段を提供するために医師によってアクセスされるソ
フトウェアツールに組み込まれ得る。さらに医師は、薬物、インターベンション、及び／
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または外科治療の冠状動脈血流への影響を予測するソフトウェアツールを利用し得る。ソ
フトウェアツールは、頸部の動脈（たとえば、頸動脈）、頭部の動脈（たとえば、大脳動
脈）、胸部の動脈、腹部の動脈（たとえば、腹部大動脈及びその支流）、腕の動脈、また
は脚の動脈（たとえば、大腿動脈及び膝窩動脈）を含む心臓血管系の他の部分における疾
患を予防し、診断し、管理し、かつ／または治療し得る。ソフトウェアツールは、医師に
よる患者のための最適かつ個別治療の開発を可能にするために対話式であり得る。
【００３１】
　たとえばソフトウェアツールは少なくとも部分的に、たとえば医師または他のユーザが
利用する図１に示されるコンピュータ４０などのコンピュータシステムに組み込まれ得る
。コンピュータシステムは、患者から非侵襲的に取得されたデータ（たとえば、三次元モ
デル１０を作成するために利用されるデータ、境界条件を適用する、またはコンピュータ
分析を実行するために利用されるデータなど）を受信し得る。たとえばデータは医師によ
って入力され得る、か、またはインターネットなどのネットワークを介して、このような
データにアクセスし提供することが可能な、放射線または他の医療研究室などの別のソー
スから受信され得る。データは、データ通信のためのネットワークまたは他のシステムを
介して、またはコンピュータシステムに直接送信され得る。ソフトウェアツールは、三次
元モデル１０または他のモデル／メッシュ及び／もしくは任意のシミュレーションまたは
擬似血圧モデル５０、擬似血流モデル５２、及び／もしくはｃＦＦＲモデル５４などの図
１に関連して上述された方程式３０を解くことで決定される他の結果を生成し表示するた
めのデータを利用し得る。したがってソフトウェアツールはステップ２０５～２２５を実
行し得る。ステップ２２５において、医師は潜在的な治療の選択肢を選択するために、さ
らなる入力をコンピュータシステムに提供してもよく、コンピュータシステムは選択され
た潜在的な治療の選択肢に基づいて医師に対して新たなシミュレーションを表示し得る。
さらに、図２に示されるステップ２０５～２２５のそれぞれは、別個のソフトウェアパッ
ケージまたはモジュールを利用して実行され得る。
【００３２】
　ソフトウェアツールは代替的に、たとえば医師から離れたエンティティによって提供さ
れるサービスなどのウェブベースのサービスまたは他のサービスの一部として提供され得
る。サービスプロバイダはたとえば、ウェブベースのサービスを運営してもよく、ネット
ワークまたはコンピュータシステム間のデータ通信のための他の方法を介して医師または
他のユーザにアクセス可能な（たとえばサービスプロバイダによって運営されるサーバま
たは他のコンピュータシステム上で動作する）ウェブポータルまたは他のウェブベースの
アプリケーションを提供し得る。たとえば患者から非侵襲的に取得されたデータがサービ
スプロバイダに提供されてもよく、サービスプロバイダは三次元モデル１０または他のモ
デル／メッシュ及び／もしくは任意のシミュレーションまたは擬似血圧モデル５０、擬似
血流モデル５２、及び／もしくはｃＦＦＲモデル５４などの図１に関連して上述された方
程式３０を解くことで決定される他の結果を生成するためにデータを利用し得る。その後
ウェブベースのサービスは、三次元モデル１０及び／またはシミュレーションを医師’の
コンピュータシステム上で医師に対して表示することができるように、三次元モデル１０
または他のモデル／メッシュ及び／もしくはシミュレーションに関連する情報を送信し得
る。したがってウェブベースのサービスは、ステップ２０５～２２５及び、患者別情報提
供のための以下に記す任意の他のステップを実行し得る。ステップ２２５において、たと
えば可能性のある治療の選択肢を選択するか、またはコンピュータ分析に他の調整を加え
るために医師はさらなる入力を提供してもよく、入力は（たとえば、ウェブポータルを介
して）サービスプロバイダによって運営されるコンピュータシステムに送信され得る。ウ
ェブベースのサービスは、新たなシミュレーションまたは選択された潜在的な治療の選択
肢に基づく他の結果を生成してもよく、新たなシミュレーションを医師に対して表示する
ことができるように、新たなシミュレーションに関連する情報を伝達して医師に戻し得る
。
【００３３】
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　図３は、ソフトウェアツールによって生成され得る、１つまたは複数の患者別血流特性
及び／または動脈特性のための医用画像報告の例示的な報告概要３００を示す。医用画像
報告は、患者の解剖学的組織の三次元モデル１０の１つまたは複数の部分及び、方程式３
０を解くことで生成されたｃＦＦＲモデルからのデータを表示し得る。高次または低減次
数のモデルがまた表示されてもよく、かつ／または方程式３０を解くことで生成される、
擬似血圧モデル５０、及び／または擬似血流モデル５２などの任意の画像及び／またはデ
ータ。医用画像報告の例示的な部分についてここに記す。
【００３４】
　患者、医師、撮像結果、施設などに関するデータを記載し得る、概要ヘッダ３０５が示
される。記載されるフィールドは、患者の氏名、生年月日、患者識別子、撮像の種類及び
日付、主治医の氏名及び／または識別情報、ならびに紹介施設に関連する名称及び／また
は他の情報を含んでもよいが、患者、医師、患者の撮像、及び施設に関する他のデータが
表示され得る。
【００３５】
　概要ボックス３１０はまた、報告概要３００を含んでもよく、報告概要３００は、１つ
または複数の動脈のリスト及び１つまたは複数の関連する血流特性の値を自動的に含んで
もよい。たとえば概要ボックス３１０は、各心臓大動脈のｃＦＦＲデータを表示し得る。
【００３６】
　概要ボックス３１０は、重要であると自動的に判断される情報を含み得る概要ライン３
１１を含んでもよい。重要な情報は、患者別血流特性が所定の閾値を上回る場合などに患
者の診断及び治療に影響する可能性のある任意の情報を含んでもよい。たとえば０．８０
のｃＦＦＲは狭窄により血圧が２０％下降したことを示しており、病変が血行動態的に（
機能的に）有意である可能性があることを示す所定の閾値として設定され得る。ある実施
形態において、ｃＦＦＲが０．８０（または任意の他の合意のもしくは所定の規格化閾値
、たとえば、０．７、０．９、など）以下である任意の心臓動脈が概要ライン３１１にお
いて報告され得る。概要ボックスはまた、重要な情報に関連する特定の冠状動脈または系
を報告し得る。
【００３７】
　概要ボックス３１０はまた、関連する患者別血流特性の１つまたは複数の値とともに心
臓動脈及び／または系概要リスト３１２を含む。上述のように、たとえば患者の診断及び
治療に最も影響する値などの記載される値は重要であると自動的に判断される。たとえば
主冠動脈系の最小のｃＦＦＲ値が表示され得る。健全であり、かつ／または所定の閾値を
満たさない患者別血流特性を有する心臓動脈は、概要ボックス３１０内に必ずしも表示さ
れなくてもよい。
【００３８】
　概要リスト３１２に記載される動脈及び／または動脈系はｃＦＦＲの機能的有意性の見
込みあるいは尤度の順であり得るが、リストは任意の患者別血流特性の深刻度の順であり
得る。
【００３９】
　概要ボックス３１０内の心臓動脈及び／または系のリストは、患者別血流特性に基づい
て動的に決定され得る。たとえば右冠動脈系の動脈が０．８０の所定の機能的に有意であ
る閾値を満たさないｃＦＦＲ値を有する場合、概要リスト３１２にはその系で最小のｃＦ
ＦＲ値が記載され得るが、右冠動脈後下行枝または右縁枝などのその系の他の動脈につい
ては特に列挙しなくてもよい。反対に左冠動脈系は、所定の閾値を上回る患者別血流特性
を有する１つまたは複数の動脈及び／または系を有してもよく、それによって左冠動脈系
のより多くの動脈が概要リスト３１２において特に列挙され得る。たとえば左前下行枝（
ＬＡＤ）系は、０．８０の機能的有意性の所定の閾値を下回る０．５６のｃＦＦＲを有し
てもよく、それによってＬＡＤが概要リスト３１２内に、左主（ＬＭ）動脈、及び左回旋
枝（ＬＣｘ）系とは別に特に記載され得る。
【００４０】
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　概要ボックス３１０内の心臓動脈及び／または系のリストはまた、より明確に表示され
るより重要な患者別血流特性を含む動脈系を用いて自動的に順序付けられ得る。たとえば
機能的に最も有意であるｃＦＦＲ値を含む系が概要リスト３１２の１番上に表示され得る
。概要ボックス３１０内に表示される心臓動脈及び／または系はまた、アルファベット順
に、大動脈または他の心臓大動脈への近接度によって、平均的動脈直径または量によって
、患者の健康に対する動脈の重要度によって、また機能的有意性によるものを含む患者別
の血流特性値による任意の方法によって、順序付けられ得る。
【００４１】
　概要ボックス３１０はまた、概要リスト３１２に関連して表示され得る、概要グラフ３
１３を含んでもよい。概要グラフ３１３は、１つまたは複数の患者別血流特性に関連する
値を表示し得る。たとえば、概要ボックス３１０内の心臓動脈及び／または系のそれぞれ
のための機能的に最も有意であるｃＦＦＲ値が棒グラフとして表示され得る。棒グラフ内
の各バーの大きさは、ｃＦＦＲ値または他の血流特性値に対応し得る。概要グラフ３１３
内の各バーは、ｃＦＦＲ値に基づいて特定の色として示され得る。機能的に有意である病
変を有する心臓動脈及び／または系に関連するバー、線、点及び／または任意の他のグラ
フの部分には黄、橙、赤、及び／または警告の役割を果たす任意の色が付けられ得る。反
対に、機能的に有意である病変がない動脈に関連するバー、線、点及び／または他のグラ
フの部分には、緑、青、紫、及び／または任意の病変が機能的に有意でない可能性がある
ことを示す他のいくつかの色が付けられ得る。各バーには、関連する動脈及び／または系
において機能的に最も有意である病変による色が付けられ得る。概要グラフ３１３は本明
細書にてさらに記されるように、任意の様々なタイプのグラフ、またはグラフのタイプの
組み合わせとして示され得る。医用画像報告において、ｃＦＦＲなどの患者別血流特性の
値は、色以外の、またはそれに追加したタイプのインジケータを利用して示され得る。
【００４２】
　概要グラフ３１３内のバーの数値は、各バー上に、またはその近くに示され、かつ／ま
たは軸３１４を示され得る。所定の機能的有意点３１５がまた、概要グラフ３１３上に示
され得る。
【００４３】
　患者の心臓の形状、、境界条件、三次元モデルにおける不確実性、及び患者別データの
他の不確実性は、出力シミュレーション及びモデルにおける不確実性を生み出す可能性が
ある。これらの不確実性３１６は定量化され、概要グラフ３１３上に、または医用画像報
告のどこかに表示され得る。図３で示すように、概要グラフ３１３上に不確実性の範囲ま
たは信頼区間３１６が、概要グラフ３１３の関連するバーに重複して、またはそれに隣接
して表示され得る。たとえば動脈について機能的に最も有意であるｃＦＦＲ値が０．５６
である場合、ｃＦＦＲ値が概要グラフ３１３上に表示され得る。ｃＦＦＲに関連する不確
実性は、ある値、たとえばこの場合０．０３をプラスまたはマイナスしたものであり得る
。０．０６のｃＦＦＲ不確実性の範囲３１６に対応する線または他のインジケータは、概
要グラフ３１３上のｃＦＦＲ値のバーの上、かつ／またはそれに近接して配置され得る。
不確実性の範囲３１６は選択的に表示され得る。たとえば不確実性の範囲３１６は、患者
別血流特性の関連する値が所定の閾値を超える場合に表示され得る。不確実性の範囲３１
６はまた、所定の閾値に到達したか否かを不確実性が不明確にする場合に表示され得る。
【００４４】
　報告概要３００はまた、１つまたは複数の三次元モデル１０の少なくとも一部を表示し
得る、概要ビュー３２０を表示し得る。各ビューは、三次元モデル１０のビューの異なる
アンギュレーションまたは点を表示し得る。概要ビュー３２０はまた、１つまたは複数の
三次元モデル１０の複数のビューを表示し得る。概要ビュー３２０内の各表示は、概要ボ
ックス３１０に表示する、判定された患者別血流特性に応じて着色され、模様を付けられ
、かつ／または視覚的に示され得る。たとえばＬＡＤ系における機能的に最も有意である
ｃＦＦＲ値が０．５６である場合、概要ビュー３２０においては、ＬＡＤ系全体に赤い色
が付けられてもよく、他のインジケータが利用され得るが、病変の実際の位置がピンで示
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され得る。インジケータはまた、血管の下流部分の病変の影響を示すために、病変下流に
配置され得る。概要ビュー３２０内の動脈及び／または系は代替的に、その位置の血流特
性に基づいて、着色され、模様を付けられ、かつ／または視覚的に示され得る。たとえば
ＬＡＤ系全体を赤で示す代わりに、局所的に対応するｃＦＦＲ値に基づいてＬＡＤ系にお
ける各点に色が付けられ得る。所与の動脈または系が１つ以上の機能的に有意である病変
を有する場合、複数のピンまたは他のインジケータが配置され得る。所定の閾値を超える
値を有する任意のピンまたは他のインジケータがより明確に示され得る。たとえば０．８
０の機能的に有意である閾値を下回る各ｃＦＦＲ値は、より大きくかつ／または太字で表
示され得る。概要ボックス３１０内の各動脈または系は、概要ビュー３２０内の１つまた
は複数の対応する表現を有し得る。
【００４５】
　概要ビュー３２０における１つまたは複数のビューについては、ユーザがビューの所望
の点を取得することができるように、独立してユーザが回転させることが可能であり得る
。さらにユーザは概要ビュー３２０内のビューの一部を拡大または縮小してもよく、それ
によってすべてのビューが対応するやり方で拡大または縮小され得る。たとえばユーザは
、第１のビューにおける動脈上で拡大してもよく、それによって第２のビューが同一の動
脈を拡大し得る。ユーザが１つまたは複数の動脈に焦点を合わせるか、または拡大する場
合、概要ボックス３１０、及び医用画像報告の他の部分が対応するように自動的に更新を
行い得る。たとえばユーザがある動脈に焦点を合わせる場合、概要ボックス３１０は、動
脈及びそこから分岐する動脈などの副部を示すために更新を行い得る。さらに概要ビュー
３２０における１つまたは複数のビューが所定のアンギュレーションで示され得る。
【００４６】
　いくつかの動脈またはその部分は、正確に撮像するには小さすぎる、または所定の内腔
径閾値を下回る内腔径を有する場合がある。これらの小動脈及び／または微細血管系３２
５は、灰色などの異なるまたは中間の色及び／または模様で表示されてもよく、所定の長
さ、大動脈からの所定の距離の後で、または内腔径が第２の所定の内腔径閾値を下回った
後で切り取られ得る。
【００４７】
　報告概要３００は、三次元モデル１０または他のモデル／メッシュ及び／もしくは任意
のシミュレーションまたは、擬似血圧モデル５０、擬似血流モデル５２、及び／もしくは
ｃＦＦＲモデル５４等の方程式３０を解くことで決定される他の結果の少なくとも一部を
表示し得る。
【００４８】
　キー３３０は、読者が医用画像報告を解釈することができるように、記号及び／または
文字数字テキストを含んでもよい。小血管系キー３３２は、上述のように動脈が微細な血
管系の色及び／または模様で表示され得る、所定の閾値を開示し得る。閉塞記号３３４は
、医用画像報告内で閉塞を示すために利用され得る、インジケータ及び／または記号を開
示し得る。たとえば赤い八角形の記号が利用され得る。患者別血流特性キー３３６はスペ
クトラムグラフとして示されてもよく、患者別血流特性値を示す色、模様及び／または記
号を読者が解釈することを可能にする。たとえば、様々なｃＦＦＲ値に関連する色が示さ
れ得る。機能的有意性の所定の閾値などの所定の閾値がまた、患者別血流特性キー３３６
上で示され得る。
【００４９】
　上述のように、報告概要３００、または医用画像報告の任意の部分は、テキスト、記号
、インジケータ、画像、グラフ、チャート、色、動画及び／または音声を表示し得る。本
明細書に示される医用画像報告は患者の心臓に関するが、医用画像報告は人体における任
意の臓器または血流系に関連する結果を提示し得る。
【００５０】
　図４は、例示的な動脈の詳細ページ４００を示す。概要ヘッダ３０５は、医用画像報告
の各ページに表示されてもよく、報告概要３００上の概要ヘッダ３０５と同一であるか、
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または異なってもよい。
【００５１】
　概要ボックス３１０に記載の１つまたは複数の動脈及び／または系は、動脈の詳細ペー
ジ４００上に別途表示され得る。ＣＣＴＡから得られてもよい患者別の解剖学的組織画像
は自動的に、概要ボックス３１０に記載の個別の動脈及び／または系に分割され得る。代
替的に、概要ボックス３１０に記載の単一の動脈及び／または系は動脈の詳細ページ４０
０上の表示のための複数の動脈画像４１０、４１５に分割され得る。１つまたは複数の解
剖学的組織画像４０５は、動脈画像４１０、４１５の近位に、またそれらに対応して表示
され得る。
【００５２】
　小血管系及び微細血管系は、内腔径に基づいて動脈画像４１０、４１５から切り取られ
、ユーザが主幹動脈をより容易に見ることを可能にし得る。
【００５３】
　各動脈画像４１０、４１５は、概要ボックス３１０に記載の動脈及び／または系に対応
する動脈及び／または系を表示し得る。各動脈及び／または系は、動脈画像４１０、４１
５のクリック及びドラッグなどによってユーザによって修正され得る、アンギュレーショ
ンとともに表示され得る。ユーザが動脈画像４１０、４１５を修正する場合、動脈画像４
１０、４１５のアンギュレーションと対応する解剖学的組織画像４０５が一致するように
、対応する解剖学的組織画像４０５は対応するやり方で修正され得る。動脈画像４１０、
４１５はまた、所定の設定によるデフォルトのアンギュレーションで表示され得る。アン
ギュレーション４１７がまた、ユーザに表示され得る。たとえば動脈画像４１０は、ＬＡ
Ｄ系を表し得る。デフォルトのアンギュレーションは、前後（ＡＰ）０度、及びクラニア
ルアンギュレーション（Ｃｒａｎ）６０度であり得る。動脈画像４１５は、ＬＣＸ系を表
し得る。デフォルトのアンギュレーションは右前斜位（ＲＡＯ）５度、及びコーダルアン
ギュレーション４０度であり得る。デフォルトのアンギュレーションは変化してもよく、
ユーザ及び／または管理者による設定が可能であり得る。
【００５４】
　動脈画像４１０、４１５の色、模様、インジケータ及び／または画像表示は、概要ビュ
ー３２０のそれらに対応し得る。代替的に、動脈画像４１０、４１５の色、模様、インジ
ケータ及び／または画像表示は、概要ビュー３２０から変化し得る。たとえば概要ビュー
３２０において、動脈全体は、その中の機能的に最も有意であるｃＦＦＲに対応する無地
の色であり得る。代替的に、動脈画像４１０、４１５において、動脈の各点はその点の対
応するｃＦＦＲ値に基づいて着色され得る。
【００５５】
　動脈画像４１０、４１５は、対応する引抜き曲線４２０及び４２５とともに表示され得
る。引抜き曲線４２０、４２５のそれぞれは、軸に沿って、たとえば横軸（Ｘ軸）に沿っ
て、略直線状に配向する動脈を表すために作成され得る。引抜き曲線４２０、４２５のそ
れぞれの各端部は、動脈の近位及び遠位端を表し得る。引抜き曲線４２０、４２５のそれ
ぞれの線の幅は、関連する動脈の内腔径に対応し得る。患者別血流特性は、引抜き曲線４
２０及び４２５の第２の軸に沿って表され得る。たとえば縦軸（Ｙ軸）は、動脈に沿った
点におけるｃＦＦＲ値を表し得る。患者別血流特性の所定の閾値４２７がまた表示され得
る。たとえば０．８０の機能的有意性のｃＦＦＲ閾値が水平線として表示され得る。
【００５６】
　上述のようにインジケータは、患者別血流特性が所定の閾値を満たす位置に対応する１
つまたは複数の動脈のビューに沿う点に配置され得る。たとえばピンなどのインジケータ
が動脈上の機能的に最も有意であるｃＦＦＲを有する点に配置され得る。動脈画像４１０
、４１５及び引抜き曲線４２０、４２５の両方を示すデュアルインジケータ４３０がまた
、配置され得る。２つ以上のグラフにおける複数の対応する点を接続する他のデュアルイ
ンジケータ４３０が可能であり、本明細書に記載の任意のインジケータを利用して本明細
書に記載の任意のグラフの対応する点を接続するために利用され得る。たとえばデュアル
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インジケータ４３０は、解剖学的組織画像４０５と動脈画像４１０との間の対応する点を
接続し得る。デュアルインジケータ４３０は本明細書に記載の任意の他のインジケータの
特徴を有し得る。たとえば所定の閾値を超えるデュアルインジケータ４３０の値は、より
大きくかつ／または太字で表示され得る。引抜き曲線４２０、４２５の視覚的描写の色、
模様、及び任意の他の態様は、動脈画像４１０及び４１５内の同一の動脈の視覚的描写に
対応し得る。代替的に、引抜き曲線４２０、４２５の視覚的描写は動脈画像４１０及び４
１５からの視覚的描写の色、模様、及び任意の他の態様と異なってもよく、また本明細書
の他の部分に記す方法で示され得る。デュアルインジケータ４３０はまた、ｃＦＦＲ機能
的有意性などの所定の患者別データ閾値に到達する場合のみに表示され得る。デュアルイ
ンジケータについて上述したが、単一のインジケータが任意の数のグラフ及び／または画
像内の対応する点を接続し得る。
【００５７】
　図５は、動脈の詳細ページ４００と同一または類似の特徴を含んでもよく、１つまたは
複数の動脈または動脈系の複数のアンギュレーション及び／または視覚的描写を表示し得
る、例示的な動脈の詳細ページ５００を示す。動脈画像５０５及び５１０は、動脈及び／
または動脈系、この場合はＲＣＡの２つの異なるアンギュレーションを表し得る。動脈画
像５０５は、３０度の左前斜位（ＬＡＯ）アンギュレーション及び２０度のクラニアルア
ンギュレーションを有するＲＣＡを表示する。動脈画像５１０は、４０度の右前斜位ビュ
ーを有するＲＣＡを表示する。同一の動脈及び／または動脈系の描写は、アンギュレーシ
ョン以上に変化し得る。ある動脈画像は、第２の動脈画像に表示される動脈の一部に焦点
を合わせ得る。複数のビューにおける同一の動脈及び／または動脈系の描写は、色、詳細
、拡大度、表示される模様、表示されるインジケータ、示される血流特性、添付の画像及
び／またはグラフ、所定の閾値、表示のための内腔径閾値、ならびに閉塞が示されるか否
かにおいて異なり得る。
【００５８】
　図６は、医用画像報告の例示的な報告結果６００を示す。医用画像報告は、上述のよう
にたとえばＣＣＴＡによって非侵襲的に取得され得る、患者別の解剖学的データの品質の
評価を報告する機能性品質スコア部６０５を含んでもよい。患者別の解剖学的データの不
確実性は、ｃＦＦＲ（ＦＦＲｃｔとしても知られる）などの計算された患者別血流特性の
精度及び医用画像報告の精度に対して影響を与える可能性がある。
【００５９】
　１つまたは複数の動脈及び／または動脈系に関する患者別の解剖学的データの品質は定
量化され、所定の閾値に基づいて２つ以上の品質カテゴリに分類され得る。品質カテゴリ
は、たとえば優、良、可などを含んでもよい。報告結果６００は、医用画像報告の６０５
において各動脈及び／または動脈系のために決定された品質カテゴリを表示し得る。報告
結果はまた、品質カテゴリ６１０、ならびに他の警告及び情報６１５の解釈を表示し得る
。
【００６０】
　図７は、１つまたは複数の動脈閉塞のインジケータを表示し得る、例示的な報告概要７
００を示す。任意の動脈及び／または系が１つまたは複数の動脈閉塞を有する場合、この
情報は概要ライン７０５に配置されてもよく、概要ライン７０５のための他の候補よりも
最優先され得る。閉塞を含む任意の動脈が概要ボックス７１０において閉塞インジケータ
７１５とともに記載され得る。上述のように閉塞インジケータ７１５は赤い八角形として
示され得る、が、任意の他の英数字、または画像インジケータが利用され得る。閉塞イン
ジケータはまた、概要ビュー７２０において閉塞７２５に対応する位置に配置され得る。
概要ビュー７２０において、動脈は閉塞の点で、またはその所定の距離内で切り取られ得
る。
【００６１】
　図８は、医用画像報告の例示的な動脈の詳細ページ８００を示す。動脈の解剖学的組織
画像８０５は略直線状に配向し得る。同様に上述の通り、ｃＦＦＲなどの患者別血流特性
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が判定され、引抜き曲線８１０上に表示され得る。上述のように、引抜き曲線のある軸が
動脈の近位及び遠位部を表し得る。引抜き曲線は１つまたは複数の患者別血流特性値に応
じて、着色され、模様を付けられ、または他の方法で示され得る。引抜き曲線の第２の軸
はまた、ｃＦＦＲなどの患者別血流特性を表し得る。組み合わせられた解剖学的組織画像
８１５は、二次元または三次元で解剖学的画像８０５を表すことで引抜き曲線８１０の患
者別血流特性を伝え得る。患者別血流特性の値は、着色、模様付け、または動脈を示すこ
とによって、対応する点において表され得る。機能的に最も有意である、または最も有意
でないｃＦＦＲ８２０などの、所定の基準にしたがって重要であると判断される値はまた
、画像８０５、８１０及び８１５のいずれかにおいて示され得る。引出線はまた患者別血
流特性の値を示すために、画像８０５、８１０及び８１５のうちの２つ以上を越えて延在
し得る。内腔径へのガイドがまた動脈８１５の軸に沿って配置されてもよく、ガイドは軸
の長さを走ってもよい。小孔８３５からの距離はまた、動脈８２５の軸に沿って示され得
る。動脈８２５は左主及びＬＡＤ動脈を表示するが、ＬＣＸ動脈、及び右冠動脈後下行（
ＲＰＤ）枝などの任意の動脈が示され得る。動脈８２５に沿って横切る追加的なより小さ
い動脈８２７は、交差点において、交差点からの所定の距離において、または動脈８２５
からの所定の距離において自動的に切り取られ得る。
【００６２】
　図９Ａ～９Ｎは、１つまたは複数の動脈が閉塞している場合に利用され得る、概要ビュ
ー及び概要ボックスを示す。図９Ａにおいて、ＲＣＡは閉塞血管を含む。これにより、概
要表９０５が閉塞のインジケータ９１０を表示してもよく、関連する動脈の１つまたは複
数の患者別血流特性が計算不能となり、空白スペース、ダッシュまたは他のいくつかのイ
ンジケータ９１１を用いて示され得る。閉塞記号９１２はまた概要ビュー９１５において
、ＲＣＡに近接して、かつ／または閉塞点に近接して表示され得る。その点におけるｃＦ
ＦＲ値、または他の患者別血流特性を伝える１つまたは複数のピン９１７または他のイン
ジケータは、閉塞前の最後の動脈側枝に近接して配置され得る。側枝が閉塞血管上に存在
しない場合、患者別血流特性のｃＦＦＲピンまたは他のインジケータは配置されない。１
．８ミリメートルを超えるなどの所定の閾値を上回る内腔径を有する非主要血管の閉塞に
より、閉塞インジケータは概要ビュー９１５に配置され得るが、インジケータは概要表９
０５に配置されなくてもよい。非主要血管、または１．８ミリメートル未満などの所定の
内腔径閾値を下回る任意の血管の閉塞により、閉塞インジケータが概要ビュー９１５及び
／または概要表９０５に配置されない場合がある。概要表９０５において閉塞インジケー
タ９１０は、ｃＦＦＲ９１１などの患者別血流特性値の左に、またはそれに近接して配置
され得る。複数の閉塞が所与の動脈及び／または動脈系に存在する場合、概要表９０５の
１つの閉塞インジケータ９０１がなお表示され得る。代替的に、複数の閉塞が所与の動脈
に存在する場合、動脈が複数の閉塞を有することを記すテキストが、概要ライン９０３に
挿入され得る。
【００６３】
　一般に、主要及び／または非主要血管のすべての閉塞が概要ライン９０３に記載され得
る。非主要血管は、所定の内腔径閾値未満の血管として定義され得る。閉塞の例が、患者
別血流特性の値を報告する内容などの任意の他の概要ライン９０３の内容よりも優先され
て最初に概要ライン９０３に記載され得る。
【００６４】
　図９Ｂにおいて概要ライン９２０は、患者別血流特性の値を報告する内容などの、他の
概要ライン９０３の内容よりも優先度の低い閉塞発生を記載し得る。優先度、及びそれに
よって概要ライン９２０の記載の順番は、機能的有意性の所定の閾値を満たすｃＦＦＲ値
などの患者別血流特性が所定の閾値を満たすか否かに基づいて動的に修正され得る。
【００６５】
　図９Ｂはまた、概要ビュー９２５において自動的に配置され得る、複数のピン９３０を
示す。ピンは、上述のようにｃＦＦＲ値などの患者別血流特性値に対応し得る。ピン及び
／または他のインジケータは、動脈の解剖学的狭小化などの解剖学的及び血流特性に基づ
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いて自動的に配置され得る。
【００６６】
　図９Ｃは、閉塞インジケータの例示的な配置を示す例示的な概要表９３２及び概要ビュ
ー９３５を示す。概要表９３２において、閉塞を有する動脈はそうでない動脈よりも高い
優先度及び優先表示を与えられない場合がある。概要ビュー９３５において、ピンは最も
近位の第１の側枝血管の上に、かつ／または閉塞のすぐ上流に配置され得る。
【００６７】
　図９Ｄは、閉塞インジケータの例示的な配置を示す例示的な概要表９３７及び概要ビュ
ー９４０を示す。概要表９３７において、少なくとも１つの閉塞を含む動脈及び／または
動脈系は、閉塞を有さない動脈及び／または動脈系の前に記載されるように優先され得る
。
【００６８】
　図９Ｅ及び９Ｆは、主要動脈の側枝の１つまたは複数の閉塞の例示的なインジケータを
示す。このような場合、概要表９４１はなお、閉塞インジケータを関連する主要動脈とと
もに表示し得る。概要ビュー９４２において閉塞インジケータ９１２は、主要動脈の端部
に閉塞インジケータを表示するのではなく、閉塞を有する側枝動脈に近接して表示され得
る。図９Ｆは、たとえ閉塞が主要動脈の側枝にあるとしても閉塞を含む主要動脈の記載を
優先し得る、概要表９４５を表示する。
【００６９】
　図９Ｇ及び９Ｈは、側枝を含まない血管の閉塞の例示的なインジケータを示す。上述の
ように、インジケータは、閉塞に近接する側枝血管における患者別血流特性値に関して配
置され得る。概要ビュー９４７において、動脈９４８は側枝血管を含まず、そのため患者
別血流特性のインジケータは配置されなく得る。図９Ｈの概要表９４９において、動脈は
閉塞を含むが、閉塞前の側枝動脈がないことが動脈及び／または動脈系の記載において優
先され得る。
【００７０】
　図９Ｌ及び９Ｊは、所定の閾値未満の内腔径を有する非主要血管及び／または血管にお
いて閉塞を含む概要ビュー９５０及び９５１を示す。たとえば閉塞９５２及び９５３は検
知され得るが、関連する動脈が１．８ミリメートルの所定の閾値未満の内腔径を有すると
判定されてもよく、したがって閉塞インジケータは概要ビュー９５０及び９５１内に、ま
たは概要表９５４及び９５５内に配置されない場合がある。図９Ｊはまた、動脈及び／ま
たは動脈系が機能的に最も有意であるｃＦＦＲ値などの関連する患者別血流特性によって
順序付けられ得る、概要表９５５を示す。
【００７１】
　図９Ｋ及び９Ｌは、閉塞を含む複数の動脈及び／または動脈系を表示する概要ビュー９
５８及び９５９とともに概要表９５６及び９５７を示す。概要ビュー９５８及び９５９は
主要動脈９６０の閉塞を示し、閉塞のインジケータが主要動脈表示の終端に配置され得る
。概要ビュー９５８及び９５９はまた非主要動脈９６２の閉塞を示し、閉塞のインジケー
タは非主要動脈表示の終端に配置され得る。図９Ｌはまた、閉塞が側枝動脈に位置すると
しても閉塞を含む主要動脈及び／または動脈系が閉塞を含まない動脈よりも優先される概
要表９５７を示す。
【００７２】
　図９Ｍ及び９Ｎは概要テーブル９６５及び９６７を示し、概要ビュー９６９及び９７０
は単一の動脈及び／または動脈系において複数の閉塞を示す。閉塞インジケータ９７２は
、閉塞を含むと判断される主要動脈に近接して配置され得る。患者別血流特性を示すピン
などのインジケータ９７４が閉塞の近位の第１の側枝動脈の上流及び／または上に配置さ
れ得る。追加的な閉塞インジケータ９７６がまた、閉塞を含むと判断される任意の側枝動
脈に近接して配置され得る。概要ボックス９６７内の概要ライン９７８は、所与の動脈が
複数の閉塞を含むというテキストまたは他の指示を含んでもよい。
【００７３】
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　図９Ａ～９Ｎにおいて示される画像のいずれかは、患者別データ１０、生理学法則２０
、及び血流３０の方程式利用して生成され得る。図９Ａ～９Ｎに示された画像のいずれか
は、コンピュータ４０を利用してさらに生成されてもよく、その実施例が図３～６におい
て示される１つまたは複数の医用画像報告において任意の位置で表示され得る。
【００７４】
　図１０は、医用画像報告の例示的な報告概要１０００を示す。概要表１００５は、動脈
及び／または動脈系のリストならびに、各動脈及び／または動脈系において虚血によって
リスクにさらされる心筋の関連する割合を含んでもよい。たとえば患者がベースライン生
理学的状態にある間、心筋の４８．６％は直接または間接的にＬＭ動脈から血液を受け取
り得る。動脈の所与の点においてリスクにさらされている心筋（ＭＡＲ）の割合は、患者
の生理学的状態によって変化し得る。ＭＡＲ部１０１０に記載される割合は、デフォルト
でベースラインにある動脈における関連する点の影響を受ける心筋の割合に対応し得るが
、割合はまた、充血の状態にあるか、または任意の他の生理学的状態にある患者に対応し
て表示され得る。表示される値に対応する生理学的状態については、ユーザによる設定が
可能であり得る。概要ビュー１０１５及び１０２０では、動脈及び／または動脈系の所与
の点において、ＭＡＲの割合がインジケータ１０２５に表示され得る。ｃＦＦＲなどの患
者別血流特性が所定の閾値を満たすと判断される際に、インジケータ１０２５及び／また
はＭＡＲ部１０１０が表示され得る。たとえば動脈の点に関してｃＦＦＲ値が機能的有意
性の閾値０．８０未満であると判定される場合、リスクにさらされている心筋の割合を表
示するインジケータ１０２５が動脈に近接して表示され得る。ＭＡＲはまた、閉塞を含む
動脈に対応して表示され得る。
【００７５】
　図１１Ａは、ステント１１０５を表示する医用画像報告の例示的な報告概要１１００を
示す。ステント１１０５は、患者の内部の実際のまたは潜在的なステントに対応する位置
における動脈に沿う１つまたは複数のインジケータとして表示され得る。動脈に閉塞が関
連するステントインジケータとともに存在する場合、動脈の少なくとも一部は灰色で示さ
れ、かつ／または患者別血流データの不足を示すために印を付けられ得る。動脈はまた、
灰色で示され、かつ／または印を付けられ得る。ステントがあるためにｃＦＦＲ結果に関
する臨床評価は存在せず、したがって結果が臨床医に返信されない。概要ボックス１１１
０はまた、閉塞の場合に患者別血流データを有していなくてもよい。動脈に閉塞が存在し
ない場合、本明細書の他の部分に記されるように、患者別血流データが動脈上に、または
それに近接して示され得る。
【００７６】
　ステントの配置がシミュレーションされている場合、ステントが配置された後に、図１
１Ｂに示されるように、患者別血流データがステント１１０５の配置に基づいて推定され
得る。部分的には三次元モデル１０の更新によって、推定が行われ得る。ｃＦＦＲなどの
推定された患者別血流データが、医用画像報告の１つまたは複数の点において表示され得
る。ステント１１０５を配置し移動させるために、ユーザはグラフィカルユーザインター
フェイスと対話してもよく、それによりステント１１０５の配置及び／または再配置に基
づいて、患者別血流データが推定され得る。ステントの配置はまた、１つまたは複数の患
者別血流値及び／または本明細書に記載の１つまたは複数のモデルの評価、ならびにディ
スプレイ上の提案の提示によって、自動的に提案され得る。１つ以上のステント位置の候
補により、１つまたは複数の動脈における所与の位置の患者別血流値が改善される場合、
患者別血流値の改善度に基づくユーザへの推奨のために１つのステント位置の候補が選択
され得る。たとえば動脈の２つのステント位置の候補がいずれも動脈内の位置におけるｃ
ＦＦＲ値を所定の閾値を上回るように上昇させる場合、位置。このように、医師及び／ま
たは患者は様々なステント位置及び治療の選択肢を評価し得る。
【００７７】
　図１１Ａ～１１Ｂに示される画像のいずれかが、患者別データ１０、生理学法則２０、
及び血流３０の方程式を利用して生成され得る。図１１Ａ～１１Ｂに示される画像のいず
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れかはさらに、コンピュータ４０を利用して生成されてもよく、その実施例が図３～６に
示される１つまたは複数の医用画像報告における任意の位置に表示され得る。
【００７８】
　図１２Ａ～１２ＨＨは、概要ボックス３１０または医用画像報告の他の部分において表
示され得る、例示的なグラフ及び他のインターフェイス要素を示す。
【００７９】
　図１２Ａは、概要ボックス３１０に表示され得る、動脈及び／または動脈系１２０３の
リストを示す。１つまたは複数の所定の閾値を満たす健康な動脈は、動脈１２０３のリス
トから自動的に除外され得る。概要ボックス３１０はまた、所定の閾値及び／または機能
的に有意であると見なされる値などの患者別の血流データ値１２０５を説明する文言を有
し得る。
【００８０】
　図１２Ｂは、概要ボックス３１０に表示され得る、例示的なスピードメーター型のグラ
フを表示する。ｃＦＦＲなどの１つまたは複数の患者別血流特性の値が針１２０７を用い
て示され得る。自動車であればより速く危険な速度を示すであろう右に動く針は、機能的
により有意であり、かつ／または患者により深刻な健康リスクをもたらす、ｃＦＦＲなど
の患者別血流特性値を示し得る。
【００８１】
　図１２Ｃは、１つまたは複数の患者別血流特性値を表示する、１つまたは複数の例示的
な水平配向スペクトラムグラフ１２０８を表示する。機能的有意性１２０９の所定の閾値
はたとえば、グラフ上に正負で表示され得る。スペクトラムグラフ１２０８は、患者別血
流特性値をユーザに伝える、カラースペクトラム、パターンスペクトラム、英数字スペク
トラム、または他の一連のインジケータとして示され得る。
【００８２】
　図１２Ｄは、棒グラフとして知られ得る、ｃＦＦＲなどの１つまたは複数の患者別血流
特性値を表示し、垂直に配向して表示され得る、１つまたは複数の例示的なスペクトラム
グラフを示す。１つまたは複数の動脈が概要ボックス３１０において表示されてもよく、
各動脈から対応する患者別血流特性値を指す、線及び／または矢印１２１０などのインジ
ケータを有し得る。概要ボックス３１０内の１つまたは複数の動脈が機能的に最も有意で
あるｃＦＦＲによってソートされるか、または他のいくつかの患者別血流特性値によって
ソートされ得る。
【００８３】
　図１２Ｅは、ｃＦＦＲなどの１つまたは複数の患者別血流特性値を表示する１つまたは
複数の例示的なスペクトラムグラフ１２１５を表示する。各動脈は、スペクトラムグラフ
１２１５における対応するインジケータとともに表示され得る、対応する略称１２１３を
有してもよい。
【００８４】
　図１２Ｆは、１つまたは複数の患者別血流特性値を表示する１つまたは複数の例示的な
スペクトラムグラフを表示する。概要ボックス３１０に記載の動脈はソートされないでも
よいか、または動脈の名称、動脈の略称、または他のソート技術によってソートされ得る
。
【００８５】
　図１２Ｇは、１つまたは複数の動脈に関する１つまたは複数の患者別血流特性値を表示
する、例示的な垂直配向スペクトラムグラフ１２１８である。各動脈の名称が、スペクト
ラムグラフ１２１８上の対応する患者別血流特性値に近接して示され得る。スペクトラム
グラフ１２１８内の各値は、患者の健康に最大の影響を及ぼす可能性のある、対応する動
脈内の機能的に最も有意であるｃＦＦＲ値などの各動脈の患者別血流特性値に対応し得る
。
【００８６】
　図１２Ｈは、患者別の血流データ値が所定の閾値から延在するバーとして表示され得る
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、例示的な棒グラフ１２２０を示す。所定の閾値はｃＦＦＲの機能的有意性の閾値、また
は患者別血流データに関連する任意の他の所定の閾値であり得る。棒グラフ内の各バーは
、バーの対応する点における、患者別血流値に関連する複数の色、模様及び／または他の
（１つまたは複数の）インジケータを表示し得る。
【００８７】
　図１２Ｉは、患者別の血流データ値が所定の閾値から延在するバーとして表示され得る
、例示的な棒グラフ１２２３を示す。棒グラフ内の各バーはまた、患者の健康に最大の影
響を及ぼす可能性のある、患者別血流データ値に関連する単一の色、模様、及び／または
（１つまたは複数の）インジケータを表示し得る。たとえば各動脈において機能的に最も
有意である（最小の）ｃＦＦＲ値が、棒グラフの各バーの大きさを、各バーに関連する色
、模様、及び／または他の（１つまたは複数の）インジケータと同様に決定し得る。
【００８８】
　図１２Ｊは、患者別の血流データ値のための軸が図１２Ｈの実施例の方向と逆方向に走
り得る、例示的な棒グラフ１２２５を示す。
【００８９】
　図１２Ｋは、例示的な概要ボックス３１０の配置が変化し得ることを示す実施例である
。たとえば棒グラフ１２２７は、１つまたは複数の動脈及び／または動脈系１２２８の対
応するリストの右に配置され得る。
【００９０】
　図１２Ｌは、患者別の血流データ値が最大値から実際値へと延在するバーとして表示さ
れ得る、例示的な棒グラフ１２３０を表示する。棒グラフ内の各バーは、バー上の対応す
る点における患者別血流値に関連する複数の色、模様及び／または他の（１つまたは複数
の）インジケータを表示し得る。
【００９１】
　図１２Ｍは、患者別の血流データ値が最大値から実際値へと延在するバーとして表示さ
れ得る、例示的な棒グラフ１２３３を表示する。棒グラフ内の各バーはまた、患者の健康
に最大の影響を及ぼす可能性のある患者別血流データ値に関連する単一の色、模様、及び
／または（１つまたは複数の）インジケータを表示し得る。たとえば各動脈の機能的に最
も有意である（最小の）ｃＦＦＲ値が、棒グラフ内の各バーの大きさを、各バーに関連す
る色、模様、及び／または他の（１つまたは複数の）インジケータと同様に決定し得る。
【００９２】
　図１２Ｎは、患者別血流値が表示され得る、例示的な概要ボックス３１０を表示する。
患者別血流特性キー１２３６により読者は、患者別血流特性値を示す色、模様及び／また
は記号を解釈することができるようになる。たとえば様々なｃＦＦＲ値に関連する色が示
され得る。動脈が虚血に関連し得る、機能的有意性の所定の閾値などの所定の閾値がまた
、患者別血流特性キー１２３６上に示され得る。
【００９３】
　図１２Ｏは、患者別血流値が表示され得る、例示的な概要ボックス３１０を表示する。
色覚障害のあるユーザ及び白黒プリンタを有するユーザが棒グラフ１２３８を正確かつ容
易に解釈することができるようにするために、棒グラフ１２３８の色は黒及び／またはグ
レースケールで表示され得る。
【００９４】
　図１２Ｐは、棒グラフ１２４０の軸の配向性が転回され得る、点以外は図１２Ｍと同様
の例示的な概要ボックス３１０を表示する。本明細書にて提示する技術において通常、軸
配向性は変化し得る。
【００９５】
　図１２Ｑは、患者別血流値の範囲が棒グラフ１２４３において表示され得る、例示的な
概要ボックス３１０を表示する。各動脈ごとの患者別の血流データ値は、不確実性の範囲
及び／または信頼区間１２４５に関連し得る。各動脈に関連する不確実性の範囲１２４５
の決定時に、不確実性の範囲１２４５値が棒グラフ１２４３内の対応する点において表示
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され得る。各不確実性の範囲１２４５は着色され、模様を付けられ、記号を与えられ、か
つ／または判定される最も可能性が高い患者別の血流データ値１２４６に応じて示され得
る。最も可能性が高い患者別の血流データ値１２４６は、不確実性の範囲１２４５におけ
る患者別の血流データ値の平均値、中央値、もしくは最頻値、または不確実性分布曲線の
ピークにしたがって判定され得る。最も可能性が高い患者別の血流データ値１２４６が棒
グラフ１２４３上で表示され得る。
【００９６】
　図１２Ｒは、最も可能性が高い患者別血流値がグラフ１２４８上の点として表示され得
る、例示的な概要ボックス３１０を表示する。上述のように最も可能性が高い患者別の血
流データ値１２４６は、不確実性の範囲における患者別の血流データ値の平均、中央、も
しく最頻値、または不確実性分布曲線のピークにしたがって判定され得る。
【００９７】
　図１２Ｓは、着色され、模様を付けられ、または患者の診断及び治療に最も影響を与え
ると判定された値に対応するよう示される点または四角などのインジケータを用いて患者
別血流値が表示され得る、例示的な概要ボックス３１０はを表示する。たとえばインジケ
ータ１２５２は、動脈の機能的に最も有意であるｃＦＦＲ値に対応し得る。
【００９８】
　図１２Ｔは、患者別の血流データ値が最大値から実際に判定された値へと延在するバー
として表示され得る、例示的な棒グラフ１２５５を表示する。棒グラフ内の各バーはまた
、患者の診断及び治療に最大の影響を及ぼす可能性のある患者別血流データの値に関連す
る単一の色、模様、及び／または（１つまたは複数の）インジケータを表示し得る。たと
えば各動脈における機能的に最も有意である（最小の）ｃＦＦＲ値が、棒グラフ内の各バ
ーの大きさを、各バーに関連する色、模様、及び／または他の（１つまたは複数の）イン
ジケータと同様に決定し得る。
【００９９】
　図１２Ｕは、複数の患者別の血流データ値が表示され得る、例示的な概要ボックス３１
０を表示する。図１０に関して上述したように、リスクにさらされた心筋（ＭＡＲ）の割
合が概要ボックス３１０に表示され得る。ＭＡＲの割合の不確実性１２６０の範囲のイン
ジケータはまた、ＭＡＲ値に対応する各バー１２６１の上に、またはそれに近接して表示
され得る。患者別血流データのグラフはまた、１つまたは複数の他の患者別血流グラフに
隣接し、かつ／または近接して表示され得る。たとえば所与の動脈に関して、ＭＡＲ値に
対応するバーは機能的に最も有意であるｃＦＦＲ値に対応するバーに隣接し得る。１つも
しくは複数の引抜き曲線またはスパーク線１２６２がまた、１つまたは複数の動脈に関連
して表示されて、ｃＦＦＲなどの患者別血流特性を表し得る。引抜き曲線の端部は、動脈
の近位及び遠位端を表し得る。患者の診断及び治療に最も影響を与える患者別血流値が引
抜き曲線上に示され得る。たとえば機能的に最も有意であるｃＦＦＲ値が１つまたは複数
の点１２６４によって示され得る。
【０１００】
　図１２Ｖは、複数の患者別の血流データ値が表示され得る、例示的な概要ボックス３１
０を表示する。上述のように、ＭＡＲ値が表示されてもよく、各対応するバーの端部に数
値１２６６が表示され得る。関連する患者別の血流特性データ値が所定の閾値を超えたと
き、インジケータ１２６８の外観がまた、修正され、または改善され得る。
【０１０１】
　図１２Ｗはまた、表示グラフの位置が変化してもよく、各グラフの軸配向性が変化し得
る、ことを示す例示的な概要ボックス３１０を表示する。
【０１０２】
　図１２Ｘは、１つまたは複数の引抜き曲線１２７０を表示する例示的な概要ボックス３
１０を表示する。各引抜き曲線は動脈を表し、動脈内の各点における関連する患者別の血
流データ値に対応する各点において着色され、模様を付けられまたは他の方法で示され得
る。ｃＦＦＲなどの１つまたは複数の患者別血流特性値が概要ボックス３１０において表
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示され、１つまたは複数の引抜き曲線１２７０上のドットまたは他のインジケータを用い
た検査時に対応するように表され得る。
【０１０３】
　図１２Ｙは、患者別の血流データ値が患者別血流データのグラフ内の各線またはバー上
に表示され得る、例示的な概要ボックス３１０を表示する。インジケータ１２７０の色、
模様及び／または外観はまた、表示されたデータ値に対応する。矢印１２７２などのイン
ジケータがまた、所定の患者別血流閾値を示すために表示され得る。
【０１０４】
　図１２Ｚは、第１の患者別血流変数のグラフ上のインジケータ１２７４の大きさが第２
の患者別血流変数のグラフの値に対応する例示的な概要ボックス３１０を表示する。たと
えば所与の動脈のｃＦＦＲ値のグラフ上で、１つまたは複数のグラフインジケータ１２７
４の大きさは相対的なＭＡＲの割合に対応し得る。
【０１０５】
　図１２ＡＡは、インジケータ１２７６の表示及び配置が患者別血流データ変数値に対応
する例示的な概要ボックス３１０を表示する。たとえばインジケータ１２７６の色及び軸
に沿う位置はいずれも、各動脈内の機能的に最も有意であるｃＦＦＲ値に対応し得る。所
定の患者別血流変数閾値の説明１２７８がまた表示され得る。
【０１０６】
　図１２ＢＢは、患者別血流変数が１つまたは複数の動脈に関して、縦棒グラフ１２８０
においてグラフ化され得る、例示的な概要ボックス３１０を表示する。棒グラフ１２８０
の各バーの外観及び高さは、患者別血流変数値に対応し得る。
【０１０７】
　図１２ＣＣは、患者別血流が縦棒グラフ１２８２においてグラフ化され得る、例示的な
概要ボックス３１０を表示する。棒グラフにおける追加的なバー１２８３は所定の閾値を
伝えるために、着色され、模様を付けられ、または他の方法で示され得る。
【０１０８】
　図１２ＤＤは、垂直配向スペクトラムグラフ１２８４が表示されてもよく、本明細書に
記載のスペクトラムグラフのいずれかの特徴を含んでもよい例示的な概要ボックス３１０
を表示する。
【０１０９】
　図１２ＥＥは、概要ボックス３１０の配置をユーザが選択できるように提示され得る、
例示的なユーザインターフェイス１２８６を表示する。ユーザインターフェイス１２８６
は、本明細書に記載のグラフの変形例のいずれかを含んでもよい複数の概要ボックス３１
０の配置を提示し得る。ユーザは選択を行ってもよく、この選択にしたがって概要ボック
ス３１０の外観が設定され得る。
【０１１０】
　図１２ＦＦは、図１２Ｖと同様の例示的な概要ボックス３１０を表示し、概要ボックス
３１０に表示される引抜き曲線、棒グラフ、線グラフなどの特定のグラフが変化し得るこ
とを示す。
【０１１１】
　図１２ＧＧは、図１２Ｍと同様の例示的な概要ボックス３１０を表示し、記載の動脈及
び／または動脈系が患者別血流値１２８８によってソートされ得ることを示す。所定の閾
値を満たす値の範囲のインジケータ１２９０がまた、グラフに隣接して表示され得る。
【０１１２】
　図１２ＨＨは、患者別血流値が所定の閾値を満たす信頼度を表示する例示的な概要ボッ
クス３１０を表示する。たとえば信頼列１２９３は、少なくとも１つの動脈内の機能的に
最も有意であるｃＦＦＲ値が所定の機能的に有意である閾値０．８０以下である割合尤度
を表示し得る。
【０１１３】
　上述の実施例は概要ボックス３１０の要素が表示され得る異なる方法を示すが、示され
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る要素はまた、任意の組み合わせで利用され得る。図１２Ａ～１２ＨＨで示される画像の
いずれかが、患者別データ１０、生理学法則２０、及び血流３０の方程式を利用して生成
され得る。図１２Ａ～１２ＨＨに示される画像のいずれかが、コンピュータ４０を利用し
てさらに生成されてもよく、図３～６にその実施例が示される１つまたは複数の医用画像
報告内の任意の位置で表示され得る。
【０１１４】
　図１３Ａは、１つまたは複数の動脈に関する患者別血流値を色、模様、または他のイン
ジケータとして表示する、スパークバーとしても知られる１つまたは複数の例示的なバー
１３０５を示す。バー１３０５のそれぞれの端部は、対応する動脈の近位及び遠位端を表
し得る。患者別血流値１３０７がまた、それぞれの対応するバー１３０５に近接して表示
され得る。
【０１１５】
　図１３Ｂは、本明細書において提示される他のグラフ及び／または表示に近接して、か
つ対応して表示され得る、引抜き曲線１３１０を示す。
【０１１６】
　図１３Ｃは、医用画像報告内に表示され得る、第１の軸に沿う線グラフ１３１２のそれ
ぞれの端部が動脈の近位及び遠位部に対応する例示的な線グラフ１３１２を示す。第２の
軸は、動脈内腔の直径を表し得る。線グラフ１３１２の下の領域は、動脈の対応する部分
における患者別血流値にしたがって着色され、模様を付けられ、または他の方法で示され
得る。所定の閾値１３１４を下回る内腔径を有する動脈の部分は、患者別血流変数にした
がって示されるのではなく、灰色などの中間の色及び／または模様を与えられ得る。
【０１１７】
　図１３Ｄは、左右対称であり得る、例示的な線グラフ１３１７を示す。第１の軸のそれ
ぞれの端部は、動脈の近位及び遠位部に対応し得る。第２の軸は、動脈の内腔径に対応し
てもよく、動脈の対応するそれぞれの点における内腔径を示すために、第１の軸に沿う線
の値が左右対称に表示され得る。
【０１１８】
　図１３Ｅは、共通の軸を共有する複数のグラフ１３１９の、各グラフが所与の動脈の特
性を表す例示的な重複を示す。たとえば第１のグラフは、動脈の対応する位置におけるｃ
ＦＦＲ値を表す引抜き曲線１３２１であり得る。第２のグラフは、動脈の対応する位置に
おける内腔径１３２２を表し得る。各グラフは、軸によって表される動脈特性を共有し得
るか、または２つのグラフが同軸に沿う異なる動脈特性を表し得る。たとえば引抜き曲線
１３２１及び内腔径グラフ１３２２は、意味部分または動脈に沿う長さとして横軸の表現
を共有し得る。これらの２つのグラフはまた、一方は軸を内腔径に関連付け、他方はｃＦ
ＦＲ値と関連付けて、縦軸の異なる表現を有し得る。他の患者別特性が、動脈側枝または
動脈交差部インジケータ１３２４などの１つの軸のみを利用し得る、グラフ１３１９にお
いて表されてもよい。
【０１１９】
　図１３Ｆは、図１３Ｅと同様の表示の例示的な複数のグラフ１３２６を示す。各グラフ
の表示は変化し得る。たとえば各グラフは、線しとて示され得るか、あるいはグラフ線と
横軸との間が着色され、模様を付けられ、または他の方法で示され得る。側枝インジケー
タ１３２８などの１つの軸のみを利用する他の患者別特性が、上部、下部またはグラフ１
３２６の任意の点に位置し得る。
【０１２０】
　図１３Ｇは、図１３Ｅの表示と同様の例示的な複数の重畳グラフ１３３０を示す。さら
に、内腔径に関連するグラフはまた、別の側枝動脈を有するグラフ１３３０によって表さ
れる動脈の交差部による動脈直径の増大部分を示すために着色され、模様を付けられ、ま
たは他の方法で示され得る。
【０１２１】
　図１３Ｈは、図１３Ｇの表示と同様の例示的な複数の重畳グラフ１３３４を示す。代替
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的に、軸の１つは大動脈口１３３６からの距離に関連し得る。軸ラベル位置、グラフの色
及び模様、ならびにグラフ線の幅は変化し得る。
【０１２２】
　図１３Ｉは、軸に沿って直線状に配向する１つまたは複数の例示的な動脈及び／または
動脈系１３３９を示す。軸はたとえば、大動脈口からの距離を表し得る。各動脈は上述の
ように、患者別血流特性に応じて着色され、模様を付けられ、かつ／または示され得る。
最小の動脈内腔径はまた、各動脈に近接して表示されるバー１３４０または他のインジケ
ータによって示され得る。１つまたは複数の側枝動脈１３４１は、動脈交差部からの所定
の距離及び／または大動脈の中央からの所定の距離に関して、各動脈に沿って表示され得
る。
【０１２３】
　図１３Ｊは、図１３Ｉと同様に軸に沿って直線状に配向する１つまたは複数の例示的な
動脈及び／または動脈系１３４３を示す。グラフ１３４５は、動脈１３４３に近接して表
示され得る、患者別動脈特性に対応する。グラフ１３４５は、動脈１３４３を有する軸１
３４６を共有し得る。グラフ１３４５はたとえば平均的な内腔径を表してもよく、共有さ
れる軸は小孔からの距離を表し得る。動脈１３４７の解剖学的組織画像はまた、動脈１３
４３及びグラフ１３４５に近接して表示されてもよく、軸１３４６及びその表現を共有し
得る。
【０１２４】
　図１３Ｋは、直線状に配向し、動脈特性に対応する軸１３５１を共有する１つまたは複
数の例示的な動脈１３５０の、動脈の生成のために利用されていてもよい、対応する解剖
学的組織画像１３５４を用いた表現を示す。第２の動脈特性に対応する引抜き曲線などの
追加的なグラフ１３５６は、動脈１３５０を着色し、模様付けし、かつ／またはその他の
方法で示し、動脈解剖学的組織の組み合わせられた表現及び動脈に沿う動脈特性の表現を
作成するために利用され得る。たとえば解剖学的組織画像１３５４は動脈１３５０の表現
を生成するために利用され得る。動脈に沿ってｃＦＦＲ値を表す引抜き曲線１３５６は、
解剖学的組織画像１３５４と組み合わせられて、動脈の解剖学的組織及び動脈に沿うｃＦ
ＦＲの両方を示す、組み合わせられた動脈１３５０を形成し得る。これらのステップは他
の動脈及び／または動脈系について繰り返され得る。
【０１２５】
　図１３Ａ～１３Ｋに示す画像のいずれか、または本明細書に示されたかつ／もしくは記
載された任意の画像が、患者別データ１０、生理学法則２０、及び血流３０の方程式を利
用して生成され得る。本明細書に示されたかつ／または記載された任意の画像は、コンピ
ュータ４０を利用してさらに生成されてもよく、図３～６においてその実施例が示される
１つまたは複数の医用画像報告内の任意の位置で表示され得る。
【０１２６】
　本明細書に記載の１つまたは複数のステップが、１人または複数の人間のオペレータ（
たとえば、心臓専門医または他の医師、患者、サードパーティ、他のユーザなどによって
提供されるウェブベースのサービスまたは他のサービスサービスプロバイダの従業員）に
よって、または、このような（１人または複数人の）人間のオペレータによって利用され
る、デスクトップまたはポータブルコンピュータ、ワークステーション、サーバ、携帯情
報端末などの１つまたは複数のコンピュータシステムによって実行され得る。（１つまた
は複数の）コンピュータシステムは、ネットワークまたは他のデータ通信方法を介して接
続され得る。
【０１２７】
　報告はまた、本明細書に記載の特徴の任意の組み合わせを利用して生成され得る。より
広義には、任意の実施形態に記載される任意の態様が、本明細書に記載の任意の他の実施
形態とともに利用され得る。本明細書に記載のすべての装置及び機器が任意の好適な医療
手技において利用されてもよく、任意の好適な体内管腔及び体腔を通って進んでもよく、
また人体の任意の好適な部分の撮像のために利用され得る。
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【０１２８】
　開示されるシステム及びプロセスにおいて、本開示の範囲を逸脱することなく、様々な
修正及び変形を加えることができる。本明細書において開示される本開示の明細書及び実
施を考慮すれば他の実施形態が当業者には明らかである。明細書及び実施例は、以下の特
許請求の範囲において示される本開示の真の範囲及び趣旨に関連する例示としてのみ見な
されることを意図している。
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【図７】 【図８】
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【図９－３】 【図９－４】
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【図９－７】 【図１０】

【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】
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【図１２－１】 【図１２－２】

【図１２－３】 【図１２－４】
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【図１２－５】 【図１２－６】

【図１２－７】 【図１２－８】
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【図１２－９】 【図１２－１０】

【図１２－１１】 【図１２－１２】
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【図１２－１３】 【図１３－１】

【図１３－２】 【図１３－３】
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【図１３－４】
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